
 

令和８年４月 

 

 

建設関連コンサルタント業務における前金払制度の導入について（お知らせ） 

 

 本市では、建設関連コンサルタント業務において、受注業者の円滑な資金調達によ

る適正な業務の履行確保及び賃金の適正な支払い等の促進を目的として、下記のとお

り前金払制度を導入します。 

 

記 

 

１ 対象案件 

  令和８年４月１日以後に契約を締結する当初の契約金額が１００万円（税込）以

上の「建設関連コンサルタント業務」 

  ※前金払をすることができる業務は、公告又は指名通知書において「前金払の有

無」が「有」と記載されている案件に限ります。 

 

２ 前払金の額 

契約金額の１０分の３以内の額 

 

３ 申請手続き 

  前金払を受けようとするときは、保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関す

る法律（昭和２７年法律第１８４号）（以下「保証事業法」という。）第２条第４項に規定

する保証事業会社をいう。）と当該業務の履行期間を保証期間とした保証事業法第２号

第５項に規定する保証契約を締結し、本市との契約締結後３０日以内に以下の書類を

業務担当課へ持参の上、申請してください。 

 ⑴前金払申請書（様式第１３号） 

 ⑵本市との契約書（写し可） 

 ⑶保証事業会社の前払金の保証証書（電磁的方法による場合は、保証契約番号及び

認証キーが確認できる書類） 

 

４ その他注意事項 

前払金の支払いを受けるには「前金払用口座」の登録が必要です。 

 


